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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2003-88551(P2003-88551A)
【公開日】平成15年3月25日(2003.3.25)
【出願番号】特願2001-284739(P2001-284739)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ  13/49     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/53     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ   5/44     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   3/24     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/15     (2006.01)
   Ａ６１Ｆ  13/472    (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ４１Ｂ  13/02    　　　Ｄ
   Ａ６１Ｆ   5/44    　　　Ｈ
   Ｃ０８Ｊ   3/24    　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｊ   5/04    ＣＥＰ　
   Ａ６１Ｆ  13/18    ３０３　
   Ａ６１Ｆ  13/18    ３０５　
   Ａ６１Ｆ  13/18    ３３０　
   Ｃ０８Ｌ 101:00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月5日(2008.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　吸水開始から３０秒後における人工尿の加圧吸水量が１０ｇ／ｇ以下
であり、吸水開始から３０分後における人工尿の加圧吸水量が２０ｇ／ｇ以上である吸水
性樹脂と親水性繊維とを含む吸収体。
　　【請求項２】　上記吸水性樹脂の吸水開始から３０秒後における人工尿の加圧吸水量
が５ｇ／ｇ以下であり、吸水開始から３０分後における人工尿の加圧吸水量が３０ｇ／ｇ
以上である、請求項１に記載の吸収体。
　　【請求項３】　上記吸水性樹脂の生理食塩水に対する飽和吸水量が４０ｇ／ｇ以上で
ある、請求項１または２に記載の吸収体。
　　【請求項４】　上記吸水性樹脂の重量平均粒子径が２００～６００μmである、請求
項１ないし３のいずれか１つに記載の吸収体。
　　【請求項５】　上記吸水性樹脂が疎水処理されている、請求項１ないし４のいずれか
１つに記載の吸収体。
　　【請求項６】　上記吸水性樹脂が表面架橋されている、請求項５に記載の吸収体。
　　【請求項７】　上記吸水性樹脂の割合が、上記吸収体の全体重量の３０重量％以上１
００重量％未満の範囲である、請求項１ないし６のいずれか１つに記載の吸収体。
　　【請求項８】　液体透過性シートと液体不透過性シートとの間に、請求項１ないし７
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のいずれか１つに記載した吸収体を保持することを特徴とする、吸収性物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　液体不透過性シートとしては、たとえばポリエチレンやポリプロピレン、ポリ塩化ビニ
ルなどからなる合成樹脂フィルム、これら合成樹脂と不織布との複合材料からなるフィル
ムなどが挙げられるがこれらに限定されるものではない。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　不飽和カルボン酸水溶液は、不飽和カルボン酸単量体以外の共重合成分を含んでいても
よい。共重合成分としては、たとえば（メタ）アクリルアミド、Ｎ－置換（メタ）アクリ
ルアミド、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ
）アクリレート、メトキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ポリエチレン
グリコール（メタ）アクリレートなどのノニオン性親水性基含有単量体；Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリ
レート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミドなどのアミノ基含有不
飽和単量体やそれらの４級化物などを挙げることができるが、共重合成分については特に
限定されない。また、これらの不飽和カルボン酸水溶液に、デンプン、セルロースおよび
それらの誘導体、水溶性ポリアクリル酸（塩）およびそれらの架橋体、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルアルコールなどの親水性高分子などを添加してもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
〔実施例１１〕
　製造例６で得られた吸水性樹脂（Ｆ）について、上述した方法により３０秒後の加圧吸
水量、３０分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製
造例６で得られた吸水性樹脂８ｇおよび粉砕パルプ１８ｇを用いて、上述した方法により
、重さが２６ｇ、吸水性樹脂の割合が３０重量％である吸収体を作製した後に、この吸収
体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表
１に示した。
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